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令和６・７・８年度 

石巻地方広域水道企業団競争入札参加登録申請要領 

（建設工事） 

 

１ 競争入札参加登録申請者の資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の１１第 

   １項において準用する場合を含む。）に規定する者でないこと。 

(2) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による建設業の許可を受けて 

  いること。 

(3) 令和５年１１月１日現在（以下「基準日」という。）において、建設業許可取得後、１年 

  以上本社の営業実績があること。 

(4) 建設業法第２７条の２３の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていること。  

   ※経営事項審査の審査基準日は令和４年４月２日以降のものであること。 

   ※国土交通大臣又は都道府県知事に「総合評定値（P）」を請求し、その通知を受けている 

 ものに限る。 

(5) 基準日直近１年において、納期限が到来した所得税、法人税、消費税及び地方消費税、事 

  業税及び市町村税を滞納していない者であること。 

(6) 工事に関し、石巻地方広域水道企業団と紛争又は争訟中でない者であること。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号 

  に規定する暴力団員が、その役員となっている法人その他暴力団員が経営に関与しており、 

  適正な競争を妨げるおそれがあると認められる者でないこと。 

(8) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」という。）に加入義務がある 

  者については、社会保険等に加入していること。 

 

２ 申請書受付期間 

   令和５年１１月１日（水）から令和５年１２月２５日（月）まで 

   ※ 令和５年１２月２５日（月） 午後５時必着のこと。 

 

３ 申請方法 

   郵送又は信書便取扱いのものとし、持参による申請は受け付けません。 

※ 一般書留、簡易書留、特定郵便及び宅配便など、到着日時が確実に確認できるものに

してください。 

 

 

 

 

 (1)  Ａ４判のファイルが入る封筒等に「競争入札参加資格申請書類（建設工事）在中」と朱

書きしてください。 

【送付先】 

〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新上沼１１６番地 

石巻地方広域水道企業団 総務課管財係 
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 (2) 申請書受理票は発行しません（申請者作成の受理票等の返送も不可）。 

    また、申請書の受理に関する問い合わせ等にも対応できかねますので、ご了承ください。 

 

４ 申請書の提出部数 

   １部 

 

５ 競争入札参加資格承認書の交付 

   資格審査の結果、適格と認めた場合は、競争入札参加資格承認簿に登録し、競争入札参加

資格承認書を３月下旬頃に交付する予定です。 

 

６ 資格の有効期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（３年間） 

 

７ 提出書類等 

 (1) 詳細は、３～５ページに記載しています。 

 (2) 謄本及び証明書類（写しを含む）については、すべて基準日から３か月以内に発行された 

   ものに限ります。 

 (3) 提出書類は水色（同系色可）のＡ４縦型フラットファイルに綴り込んでください。 

なお、書類の綴り方は提出書類チェック表に記載してあります。 

また、フラットファイルはエコロジー商品のものを使用してください。 

 (4) 「様式第１号①」及び「企業団使用（記入不要）」はエクセル形式のまま以下のアドレス

に送信してください。 

   ・送信先アドレス ：『nyusatu@ishikousui.or.jp』 

   ・エクセルのファイル名：『【建設工事】新規_ｶｲｼｬﾒｲ.xlsx』 

※ ｶｲｼｬﾒｲは半角カタカナとし、㈱㈲等は除いてください。 

     ※ 「様式第１号①」及び「企業団使用（記入不要）」以外のシート（様式等）は送信し

ないでください。 

      ファイル名（例） 【建設工事】新規_ｽｲﾄﾞｳｷｷﾞｮｳﾀﾞﾝ.xlsx 

 

８ 注意事項 

   この申請は、競争入札に参加する資格を得るためのものですが、競争入札参加資格承認書

の交付があっても、指名競争入札等において必ず指名されるわけではありませんので、あら

かじめご了解ください。 

 

９ その他 

   ご不明な点は、以下にお問い合わせください。 

    石巻地方広域水道企業団  

総務課管財係 ０２２５－９５－６７１３（内線：２２５、２２６） 
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○提出書類一覧（「７提出書類等」関係） 

※ 番号１～１３の書類は、全業者共通で提出してください。 

※ 書類の作成にあたっては、この提出書類一覧のほか、申請様式（エクセル）の各種様式記入

方法説明を確認してください。 

番号 提出書類 説明等 

1 
一般競争（指名競争）参加資格審

査申請書 
企業団【様式第１号①、②】 

2 使用印鑑届兼委任状 

企業団【共通様式第１号】 

契約行為及び請求書等に使用する印鑑を押印してください。 

また、契約行為等を本社以外の営業所・支店等に委任して申請

する場合も提出してください。 

3 
経営規模等評価結果通知書・総合

評定値通知書の写し 

経営事項審査の結果（審査基準日は令和４年４月２日以降のも

の）。競争入札参加資格業種については、「総合評定値（Ｐ）」が記

載されているものに限ります。 

 

(1) 前記の「１ 競争入札参加登録申請者の資格」にも記載のと

おり、以下の項目について厳正な審査を行いますので留意願い

ます。 

  「その他の審査事項（社会性等）」の「雇用保険加入の有無」、

「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の各項目

全てが、「有」又は「除外」となっていること。本通知書にお

いて、いずれかの項目が「無」である場合には申請ができませ

ん。ただし、審査基準日から申請日までの間に保険に加入又は

適用除外となった場合には、加入等状況を確認できる書類を添

付することで申請ができます。 

 

(2) 直近の経営事項審査の結果通知が当該申請の受付期間中に

間に合わない場合は、前回のものを提出してください。 

なお、受付期間以降に提出があった場合には、審査対象外と 

  なりますので、早めに対応願います。 

4 
建設業許可申請書（建設業法施行

規則別記様式第一号、委任先で登

録する場合は別紙二(2)）の写し 

代表者の変更があった場合や委任先で登録する場合、支店・営

業所の新設や業種の追加・廃止があった場合は、同規則様式第二

十二号の二の写しも提出してください。 

5 
建設業許可通知書又は建設業許

可証明書（原本又はこれの写し） 
変更等があった場合はその通知の写しも提出してください。 

6 

法
人 

登記事項証明書（商業登記簿

謄本等）又はこれの写し 
法務局発行のもの 

個
人 

身分（身元）証明書又はこれ

の写し 
申請者の本籍地の市区町村発行のものに限ります。 

7 

法
人 

印鑑証明書又はこれの写し

（実印） 
法務局発行のもの 

個
人 

印鑑登録証明書又はこれの

写し（実印） 
市区町村発行のもの 
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番号 提出書類 説明等 

8 

法 
 

人 

納税証明書又はこれの写し 

 

(1)国税 

(2)都道府県税 

（法人事業税） 

(3)市区町村税 

 

※基準日直近１年分 

(1)については、法人税、消費税及び地方消費税について未納が

ないことを確認できる税務署長発行の証明書（様式その３の３） 

(2)については、納期限が到来した都道府県税について未納がな

いことが確認できる都道府県税事務所長発行の証明書 

(3)については、法人市区町村民税及び固定資産税（該当ない場

合は不要）に係る市区町村長発行の証明書 

 

※ 支店・営業所等で登録する場合、登録する所在地の都道府県

税及び市区町村税の証明書が必要です。 

  例）本社が東京にあり、仙台支店で登録する場合 

国税‐東京都所轄税務署、県税‐宮城県、市税‐仙台市 

 

※ 未納がないことの証明書が発行できる場合は、当該証明書も

可とします。 

個 
 

人 

納税証明書、非課税証明書又

はこれの写し 

 

(1)国税 

(2)都道府県税 

（個人事業税） 

(3)市区町村税 

 

※基準日直近１年分 

(1)については、所得税、消費税及び地方消費税について未納が

ないことを確認できる税務署長発行の証明書（様式その３の２） 

(2)については、納期限が到来した都道府県税について未納がな

いことが確認できる都道府県税事務所長発行の証明書 

(3)については、市区町村税、固定資産税（該当ない場合は不要）

及び国民健康保険税に係る市区町村長発行の証明書 

 

※ 未納がないことの証明書が発行できる場合は、当該証明書も 

可とします。 

9 
建設業退職金共済事業加入・履行

証明書又は中小企業退職金共済

事業団体加入証明書の写し 

発行組合等が定める様式 

基準日からさかのぼって３か月以内に発行されたものの写しと

します。 

10 工事経歴書 

企業団【様式第２号】又は国土交通省地方整備局申請様式 

直近１年間の実績を記入してください（直近１年間において実

績がない場合は、直近２年間の実績）。 

また、国土交通省に提出した写しを提出する場合は、当該営業

所の工事経歴に色付けしてください（色の指定なし）。 

11 技術者経歴書 

経営事項審査申請時に提出の技術職員名簿の写し（Ａ４） 

登録申請先（営業所等）に所属している技術者が分かるように

色付けしてください（色の指定なし）。 

12 提出書類チェック表 【別紙１】 

13 
返信用封筒 

（承認書送付用） 

【封筒宛名】 

長３封筒に８４円切手貼付の上、住所及びあて名を記入してく

ださい。 

 

※ 管外業者（石巻市及び東松島市以外の県内業者、県外）における提出書類は以上となります。 
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※ 以下、番号１４及び１５の書類は、企業団管内（石巻市及び東松島市）に本社又は営業所を

有する者のみ提出してください。 

※ 当該書類は、承認及び格付内容に反映されるため記入漏れ等がないようご注意ください。 

番号 提出書類 説明等 

14 技術者資格調書 

企業団【様式第３号】 

(1) 各業種１名以上の記入があれば、全員を記入する必要があり

ません。ただし、格付けに影響がある業種は条件に応じ適宜記

入をしてください。 

(2) 水道施設工事にあっては、１級・２級土木施工管理技士等の

国家資格者のほか、（公社）日本水道協会「配水管技能者（一

般・耐震・大口径）」登録者がある場合には、当該技術者につ

いても記入してください。 

※ （公社）日本水道協会「配水管技能者（一般・耐震・大口

径）」登録者の有無は「水道施設工事」における格付要件では

ありません。 

 

（添付書類） 

(1) 各資格証の写し 

 ア １級又は２級施工管理技士の場合 

    ･･･技術検定合格証明書の写し又は認定通知書の写し 

 イ 監理技術者の場合 

    ･･･資格者証の写し及び講習受講修了証の写し 

      ※有効期限（５年間）に注意してください。 

 ウ 建設業法第７条に基づく技術者については、その証明とな

るものの写し 

(2) 健康保険被保険者証（所属業者の記載のあるもの）又は雇用

関係の確認できる書類の写し 

 ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住

民税特別徴収税額の通知書・変更通知書（特別徴収義務者用）、

賃金台帳のうち、いずれか１通の写し 

(3) 各資格を受験し、合格証明書等が届いていない場合 

 ア 当該合格通知書の写し 

15 
当企業団の給水装置工事事業者

の指定を受けている者に関する

書類 

提出は水道施設工事の登録申請者に限ります。 

 

以下(1)～(3)の書類の提出がない場合は、水道施設工事の格付

は付与されないので留意してください。 

なお、(4)については実績がある場合のみ、提出してください。 

 

（添付書類） 

(1) 指定給水装置工事事業者証の写し 

(2) 給水装置工事主任技術者資格証の写し 

※ 上記「14 技術者資格調書」に記載し提出した場合は不要

です。 

(3) 基準日から起算し、過去２年以内の企業団の給水装置工事の

しゅん工図の写し（１件分） 

※ 新設工事、改造工事又は給水装置工事のしゅん工図の届出

を要する修繕工事とします。 

(4) 基準日から起算し、過去２年以内の企業団の水道施設工事の

契約書の写し（１件分） 

※ 給水管移設工事又は取付替工事も対象に含めるものとしま

す。 

 

 


